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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル発生システムであって、
　　ニコチン供与源と、
　　前記ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合物供与源であって、前記揮発性
送達促進化合物が酸を含むものと、
　　前記ニコチン供与源を約８０℃～約１５０℃の温度に加熱するように構成された加熱
手段と、
　　前記ニコチン供与源と前記揮発性送達促進化合物供与源との間を物理的に分離する熱
伝達バリアとを含み、
　　前記加熱手段によって前記ニコチン供与源が８０℃～１５０℃の温度に加熱された時
に、使用時に前記揮発性送達促進化合物供与源の温度が６０℃より低くなるように前記熱
伝達バリアが構成されている、エアロゾル発生システム。
【請求項２】
　前記熱伝達バリアが固体材料またはガス、真空または部分真空またはその組み合わせを
含む、請求項１に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項３】
　前記熱伝達バリアが２３℃および相対湿度５０％で約１ワット毎メートル毎ケルビン（
Ｗ／（ｍ・Ｋ））未満の熱伝導率を持つ固体材料を備える、請求項２に記載のエアロゾル
発生システム。
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【請求項４】
　前記熱伝達バリアが少なくとも約８ｍｍの長さを持つくぼみを含む、請求項２に記載の
エアロゾル発生システム。
【請求項５】
　前記ニコチン供与源が収着エレメントおよび収着エレメント上に収着されたニコチンを
含む、請求項１～４のいずれか１項に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項６】
　前記揮発性送達促進化合物供与源が収着エレメントおよび前記収着エレメント上に収着
された揮発性送達促進化合物を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載のエアロゾル発
生システム。
【請求項７】
　前記揮発性送達促進化合物がカルボン酸を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の
エアロゾル発生システム。
【請求項８】
　前記酸が３－メチル－２－オキソ吉草酸、ピルビン酸、２－オキソ吉草酸、４－メチル
－２－オキソ吉草酸、３－メチル－２－オキソブタン酸、２－オキソオクタン酸、乳酸お
よびこれらの組み合わせから成る群より選択される、請求項７に記載のエアロゾル発生シ
ステム。
【請求項９】
　前記酸がピルビン酸または乳酸である、請求項８に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のエアロゾル発生システムであって、空気吸込み口
および空気出口を含むハウジングを備え、前記ハウジングが空気吸込み口から空気出口へ
と直列になっていて、
　　前記空気吸込み口と連通する前記ニコチン供与源を含む第１の区画と、
　　前記第１の区画と連通する前記揮発性送達促進化合物供与源を含む第２の区画と、
　　前記第１の区画と前記第２の区画との間を物理的に分離する熱伝達バリアとを備え、
　　前記空気吸込み口および前記空気出口が相互に連通し、空気が前記空気吸込み口を通
して前記ハウジング内に入り、前記ハウジングを通して流れ、前記空気出口を通して前記
ハウジングから出るように構成されている、エアロゾル発生システム。
【請求項１１】
　前記第１の区画と前記第２の区画の一方または両方が、１つ以上の壊れやすいシールに
よってシールされている、請求項１０に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１２】
　前記第１の区画および前記第２の区画の一方または両方をシールする前記１つ以上の壊
れやすいバリアを貫通するための貫通要素をさらに備える、請求項１１に記載のエアロゾ
ル発生システム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のエアロゾル発生システムであって、
　　前記ニコチン供与源と、前記揮発性送達促進化合物供与源と、前記熱伝達バリアとを
備えるエアロゾル発生物品を備える、エアロゾル発生システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のエアロゾル発生システムであって、さらに、
　　前記エアロゾル発生物品と連動するエアロゾル発生装置を備え、前記エアロゾル発生
装置が前記エアロゾル発生物品の前記ニコチン供与源を加熱するよう構成された前記加熱
手段を備える、エアロゾル発生システム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載のエアロゾル発生システムで使用するための、エアロゾル
発生物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明はエアロゾル発生システムに関連する。特に、本発明はニコチン塩粒子を含むエ
アロゾルを発生するためのエアロゾル発生システムに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　ニコチンをユーザーに送達するための、ニコチン供与源および揮発性送達促進化合物供
与源を含む装置が知られている。例えば、ＷＯ　２００８／１２１６１０　Ａ１は、ニコ
チンおよび揮発性送達促進化合物は気相で相互に反応して、ユーザーによって吸い込まれ
るニコチン塩粒子のエアロゾルを形成する装置を開示している。ところが、ＷＯ　２００
８／１２１６１０　Ａ１は、気相におけるニコチンと揮発性送達促進化合物の比を最適化
して、ユーザーに送達される未反応のニコチン蒸気および送達促進化合物蒸気の量を最小
化する方法に対処していない。
【０００３】
　例えば、揮発性送達促進化合物の蒸気圧がニコチンの蒸気圧と異なる場合、２つの反応
物の蒸気濃度の差異につながることがある。揮発性送達促進化合物とニコチンの間の蒸気
濃度の差異は、未反応の送達促進化合物蒸気のユーザーへの送達につながることがある。
【０００４】
　最小量の反応物を用いてユーザーに送達するための最大量のニコチン塩粒子を生成する
ことが望ましい。従って、ユーザーに送達するためのニコチン塩粒子のエアロゾル形成を
さらに改善するＷＯ　２００８／１２１６１０　Ａ１で開示されているタイプのエアロゾ
ル発生システムを提供することが望ましい。気相ニコチンと反応する気相揮発性送達促進
化合物の比を増やすことが特に望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明によれば、ニコチン供与源と、ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合
物供与源であって、揮発性送達促進化合物が酸を含むものと、ニコチン供与源を加熱する
ように構成された加熱手段と、ニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間を物
理的に分離する熱伝達バリアとを含む、エアロゾル発生システムが提供されている。
【０００６】
　本発明によれば、ニコチン供与源と、ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合
物供与源であって、揮発性送達促進化合物が酸を含むものと、ニコチン供与源を約８０℃
～約１５０℃の温度に加熱するように構成された加熱手段と、ニコチン供与源と揮発性送
達促進化合物供与源との間を物理的に分離する熱伝達バリアであって、ニコチン供与源が
加熱手段によって約８０℃～約１５０℃の温度に加熱されている時、使用時に揮発性送達
促進化合物供与源の温度が約６０℃よりも低くなるように熱伝達バリアが構成されている
ものとを含む、エアロゾル発生システムが提供されている。
【０００７】
　一定の実施形態では、熱伝達バリアは、２３℃および相対湿度５０％で約１ワット毎メ
ートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））未満の熱伝導率を持つ固体材料を備える。
【０００８】
　その他の実施形態で、熱伝達バリアは、少なくとも約８ｍｍの長さを持つくぼみを備え
る。
【０００９】
　エアロゾル発生システムは、使用時にユーザーに送達されるために、そこを通してエア
ロゾルがエアロゾル発生システムを抜け出る近位端を備える。近位端は口側の端と呼ばれ
ることもある。使用時に、エアロゾル発生システムによって発生したエアロゾルを吸い込
むために、ユーザーはエアロゾル発生物品の近位端を吸い込む。エアロゾル発生システム
は近位端と向かい合った遠位端を備える。
【００１０】
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　「長軸方向」という用語は本明細書で使用される時、エアロゾル発生システムの近位端
とそれに向かい合った遠位端との間の方向を描写するために使用され、また「横断」とい
う用語は、長軸方向と直角をなす方向を描写するために使用される。
【００１１】
　「長さ」は本明細書で使用される時、本発明によるエアロゾル発生システムの成分、ま
たは成分の一部分の遠位端と近位端との間の最大長軸方向寸法を意味する。
【００１２】
　「上流」および「下流」という用語は本明細書で使用される時、ユーザーがエアロゾル
発生システムの近位端を吸い込む時の、エアロゾル発生システムを通した気流の方向に対
する、本発明によるエアロゾル発生システムの構成要素または構成要素の一部分の相対的
な位置を描写するために使用される。
【００１３】
　ユーザーがエアロゾル発生システムの近位端を吸い込む時、空気はエアロゾル発生シス
テムに引き出され、エアロゾル発生システム内を下流に通過し、近位端でエアロゾル発生
システムから出る。
【００１４】
　エアロゾル発生システムの近位端はまた、下流端と呼ばれることもあり、エアロゾル発
生システムの構成要素または構成要素の一部分は、エアロゾル発生システムを近位端に向
けて通る気流に対する位置に基づき、相互に上流または下流にあるものとして描写されう
る。
【００１５】
　揮発性送達促進化合物供与源の位置がニコチン供与源の下流にあることで、本発明によ
るエアロゾル発生システムのニコチン送達の一貫性が都合良く改善される。
【００１６】
　理論によって束縛されることはないが、本発明によるエアロゾル発生システム内のニコ
チン供与源の下流にある揮発性送達促進化合物供与源の位置は、使用中にニコチン供与源
の揮発性送達促進化合物供与源から放出される揮発性送達促進化合物の蒸着を低減または
防止すると考えられる。これによって、本発明によるエアロゾル発生システム内のニコチ
ン送達の時間経過に伴う退色が低減される。
【００１７】
　熱伝達バリアはニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源を分離する。熱伝達バリ
アはニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間の熱伝達を低減するよう構成さ
れている。
【００１８】
　ニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間に熱伝達バリアを含めることで、
本発明によるエアロゾル発生システムの揮発性送達促進化合物供与源をより低い温度に維
持することを都合良く可能にしつつ、ニコチン供与源は加熱手段によってより高い温度に
加熱される。特に、熱伝達バリアを含めることで、ニコチン供与源の温度を高めつつ、揮
発性送達促進化合物供与源を揮発性送達促進化合物の熱分解温度よりも低い温度に維持す
ることで、本発明によるエアロゾル発生システムのニコチン送達を著しく増大することを
都合良く可能にする。
【００１９】
　「熱伝達バリア」は本明細書で使用される時、ニコチン供与源から揮発性送達促進化合
物供与源へと伝達される熱の量を、バリアが存在しないエアロゾル発生システムと比較し
て減少させる物理的バリアを説明するために使用される。物理的バリアは固体材料を含ん
でもよい。別の方法としてまたはさらに、物理的バリアは、ニコチン供与源と揮発性送達
促進化合物供与源との間にガス、真空または部分真空を含んでもよい。
【００２０】
　熱伝達バリアは、ニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源を物理的に分離する。
「物理的に分離」は本明細書で使用される時、熱伝達バリアがニコチン供与源または揮発
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性送達促進化合物供与源の部分を形成しないことを意味する。すなわち、本発明によるエ
アロゾル発生システムは、ニコチン供与源および揮発性送達促進化合物供与源に加えて、
熱伝達バリアを備える。
【００２１】
　加熱手段はニコチン供与源を約８０℃～約１５０℃の温度に加熱するよう構成されるこ
とが好ましい。加熱手段はニコチン供与源を約１００℃～約１２０℃の温度に加熱するよ
う構成されることがより好ましい。一定の実施形態では、加熱手段はニコチン供与源を約
１１０℃の温度に加熱するよう構成されることが好ましい。
【００２２】
　加熱手段はニコチン供与源を約８０℃～約１５０℃の温度に加熱する能力を持つ任意の
ヒーターを備えうる。
【００２３】
　ニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源の加熱に差異があることにより、ニコチ
ンおよび揮発性送達促進化合物の蒸気濃度の制御と均等なバランスを都合良く可能にし、
効率的な反応化学量論を得る。これにより、エアロゾルの形成の効率、およびユーザーへ
のニコチン送達の一貫性が都合良く改善される。
【００２４】
　組み合わせると、ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合物供与源の位置、お
よびニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間に熱伝達バリアを含めることは
、それによって、本発明によるエアロゾル発生システム内のニコチン送達の変動性を都合
良く低減する。特に、組み合わせると、ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合
物供与源の位置、およびニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間に熱伝達バ
リアを含めることによって、本発明によるエアロゾル発生システムの使用中に、ニコチン
蒸気の揮発性送達促進化合物の蒸気に対するモル比を実質的に一定に保つことを都合良く
可能にする。
【００２５】
　ニコチン蒸気の揮発性送達促進化合物の蒸気に対するモル比を使用時に実質的に一定に
保つことを可能にすることで、ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合物供与源
の位置、およびニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間に熱伝達バリアを含
めることはまた、特殊なフィルターまたはその他の揮発性送達促進化合物除去手段を揮発
性送達促進化合物供与源の下流に含めることなく、ユーザーへの未反応の送達促進化合物
蒸気の送達が低減されることを都合良く可能にする。
【００２６】
　熱伝達バリアの構造、寸法および物理的特性は、揮発性送達促進化合物供与源を望まし
い温度より低く維持するために、ニコチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間の
熱伝達の十分な低減を達成するように選択されうる。
【００２７】
　熱伝達バリアは、使用時に揮発性送達促進化合物供与源が約６０℃より低い温度に維持
されるように構成されることが好ましい。熱伝達バリアは、使用時に揮発性送達促進化合
物供与源が約５０℃より低い温度に維持されるように構成されることがより好ましい。一
定の実施形態では、熱伝達バリアは、使用時に揮発性送達促進化合物供与源が約４５℃よ
り低い温度に維持されるように構成される。
【００２８】
　熱伝達バリアは断熱材料で形成されうる。
【００２９】
　一定の実施形態では、熱伝達バリアは、２３℃および相対湿度５０％で約１ワット毎メ
ートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））未満の熱伝導率を持つ固体材料を備える。好ましく
は、熱移動要素は、２３℃および相対湿度５０％で、改良された非定常平面熱源（ＭＴＰ
Ｓ）法を使用して測定して、熱伝導率が約５ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ
））未満である固体材料を含む。より好ましくは、熱移動要素は、２３℃および相対湿度
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５０％で、改良された非定常平面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用して測定して、熱伝導率が約
１ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））未満である固体材料を含む。一定の実
施形態では、熱移動要素は、２３℃および相対湿度５０％で、改良された非定常平面熱源
（ＭＴＰＳ）法を使用して測定して、熱伝導率が約０．１ワット毎メートル毎ケルビン（
Ｗ／（ｍ・Ｋ））未満である固体材料を含む。
【００３０】
　熱伝達バリアは、任意の適切な断熱材料を含みうる。断熱材料は食品安全性材料である
ことが好ましい。適切な断熱材料には、ポリウレタン、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエチ
レンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ガラス、紙
、厚紙およびセルロース繊維などのプラスチック材料が含まれるが、これに限定されない
。当業者であれば、その他の適切な断熱材料を知っているであろう。
【００３１】
　その他の実施形態で、熱伝達バリアはくぼみを含んでもよい。
【００３２】
　「くぼみ」という用語は本明細書で熱伝達バリアに関連して使用される時、ガスで充填
された空間もしくは区画、または真空や部分真空など空気圧が減少した領域を含む空間も
しくは区画を説明するために使用される。くぼみはガスで充填された空間であることが好
ましい。くぼみは空気で充填された空間であることがより好ましい。
【００３３】
　こうした実施形態で、熱伝達バリアは少なくとも約８ｍｍの長さを持つくぼみを備える
。こうした実施形態では、熱伝達バリアは少なくとも約９ｍｍの長さを持つくぼみを含む
ことが好ましい。一定の実施形態で、熱伝達バリアは少なくとも約１０ｍｍの長さを持つ
くぼみを備える。
【００３４】
　本発明によるエアロゾル発生システムは揮発性送達促進化合物供与源を含む。揮発性送
達促進化合物は酸を含む。「揮発性」は本明細書で使用される時、送達促進化合物の蒸気
圧が少なくとも約２０Ｐａであることを意味する。特に明記しない限り、本明細書で言及
したすべての蒸気圧は、ＡＳＴＭ　Ｅ１１９４－０７に従い測定された２５℃での蒸気圧
である。
【００３５】
　揮発性送達促進化合物の２５℃での蒸気圧は、少なくとも約５０Ｐａであることが好ま
しく、少なくとも約７５Ｐａであることがより好ましく、少なくとも１００Ｐａであるこ
とが最も好ましい。
【００３６】
　揮発性送達促進化合物の２５℃での蒸気圧は約４００Ｐａ以下であることが好ましく、
約３００Ｐａ以下がより好ましく、約２７５Ｐａ以下がさらにより好ましく、約２５０Ｐ
ａ以下が最も好ましい。
【００３７】
　一定の実施形態で、揮発性送達促進化合物の２５℃での蒸気圧は、約２０Ｐａ～約４０
０Ｐａの間としうるが、約２０Ｐａ～約３００Ｐａの間がより好ましく、約２０Ｐａ～約
２７５Ｐａの間がさらにより好ましく、約２０Ｐａ～約２５０Ｐａの間が最も好ましい。
【００３８】
　その他の実施形態で、揮発性送達促進化合物の２５℃での蒸気圧は、約５０Ｐａ～約４
００Ｐａの間としうるが、約５０Ｐａ～約３００Ｐａの間がより好ましく、約５０Ｐａ～
約２７５Ｐａの間がさらにより好ましく、約５０Ｐａ～約２５０Ｐａの間が最も好ましい
。
【００３９】
　さらなる実施形態で、揮発性送達促進化合物の２５℃での蒸気圧は、約７５Ｐａ～約４
００Ｐａの間としうるが、約７５Ｐａ～約３００Ｐａの間がより好ましく、約７５Ｐａ～
約２７５Ｐａの間がさらにより好ましく、約７５Ｐａ～約２５０Ｐａの間が最も好ましい
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。
【００４０】
　なおさらなる実施形態で、揮発性送達促進化合物の２５℃での蒸気圧は、約１００Ｐａ
～約４００Ｐａの間としうるが、約１００Ｐａ～約３００Ｐａの間がより好ましく、約１
００Ｐａ～約２７５Ｐａの間がさらにより好ましく、約１００Ｐａ～約２５０Ｐａの間が
最も好ましい。
【００４１】
　揮発性送達促進化合物は単一の化合物を含みうる。別の方法として、揮発性送達促進化
合物は２つ以上の異なる化合物を含みうる。
【００４２】
　揮発性送達促進化合物が２つ以上の異なる化合物を含む場合、２つ以上の異なる化合物
の組み合わせの２５℃での蒸気圧は少なくとも約２０Ｐａである。
【００４３】
　揮発性送達促進化合物は揮発性の液体であることが好ましい。
【００４４】
　揮発性送達促進化合物は、２つ以上の異なる液体化合物の混合物を含みうる。
【００４５】
　揮発性送達促進化合物は、１つ以上の化合物の水溶液を含みうる。別の方法としては、
揮発性送達促進化合物は、１つ以上の化合物の非水溶液を含みうる。
【００４６】
　揮発性送達促進化合物は２つ以上の異なる揮発性化合物を含みうる。例えば、揮発性送
達促進化合物は、２つ以上の異なる揮発性液体化合物の混合物を含みうる。
【００４７】
　別の方法として、揮発性送達促進化合物は、１つ以上の不揮発性化合物および１つ以上
の揮発性化合物を含みうる。例えば、揮発性送達促進化合物は、揮発性溶媒中の１つ以上
の不揮発性化合物の溶液または１つ以上の不揮発性液体化合物および１つ以上の揮発性液
体化合物の混合物を含みうる。
【００４８】
　揮発性送達促進化合物は酸を含む。揮発性送達促進化合物は有機酸または無機酸を含み
うる。揮発性送達促進化合物は有機酸を含むことが好ましく、カルボン酸がより好ましい
。一定の好ましい実施形態で、揮発性送達促進化合物は２－オキソ酸を含む。一定の好ま
しい実施形態で、揮発性送達促進化合物はα－ヒドロキシ酸を含む。
【００４９】
　適切なカルボン酸の例は、３－メチル－２－オキソペンタン酸、ピルビン酸、２－オキ
ソペンタン酸、４－メチル－２－オキソペンタン酸、３－メチル－２－オキソブタン酸、
２－オキソオクタン酸、乳酸およびこれらの組み合わせから成る群より選択された酸を含
む。特に好ましい実施形態で、揮発性送達促進化合物はピルビン酸または乳酸を含む。
【００５０】
　１つの好ましい実施形態で、揮発性送達促進化合物供与源は、収着エレメントと、収着
エレメントに収着された揮発性送達促進化合物とを含む。
【００５１】
　「収着された」は本明細書で使用される時、揮発性送達促進化合物が収着エレメントの
表面上に吸着された、または収着エレメント中に吸収された、または収着エレメント上に
吸着されて収着エレメント中に吸収されたことを意味する。揮発性送達促進化合物は収着
エレメント上に吸着されることが好ましい。
【００５２】
　収着エレメントを任意の適切な材料または材料の組み合わせから形成しうる。例えば、
収着エレメントはガラス、ステンレス鋼、アルミニウム、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプ
ロピレン、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、延伸ポリテトラフルオロエチレン（ｅ
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ＰＴＦＥ）およびこれらの組み合わせの１つ以上を含みうる。例えば、収着エレメントは
ＰＥとＰＥＴの両方を含みうる。
【００５３】
　好ましい実施形態で、収着エレメントは多孔性収着エレメントである。
【００５４】
　例えば、収着エレメントは、多孔性プラスチック材料、多孔性重合体繊維および多孔性
ガラス繊維から成る群より選択された１つ以上の材料を含む多孔性収着エレメントであっ
てもよい。
【００５５】
　収着エレメントは揮発性送達促進化合物に対して化学的に不活性であることが好ましい
。
【００５６】
　収着エレメントは適切な任意のサイズおよび形状を有しうる。
【００５７】
　好ましい一定の実施形態において、収着エレメントは実質的に円柱状のプラグである。
特に好ましい一定の実施形態において、収着エレメントは多孔性の実質的に円柱状のプラ
グである。
【００５８】
　好ましい他の実施形態で、収着エレメントは実質的に円柱状の中空管である。特に好ま
しい他の実施形態で、収着エレメントは多孔性の実質的に円柱状の中空管である。
【００５９】
　収着エレメントのサイズ、形状および組成物は、揮発性送達促進化合物の所望量が収着
エレメント上に収着されるのを可能にするように選んでもよい。
【００６０】
　揮発性送達促進化合物供与源は、ユーザーに送達するために望ましい量のエアロゾルを
発生するために、十分な揮発性送達促進化合物を備えるべきである。
【００６１】
　収着エレメントは、揮発性送達促進化合物のための貯蔵部としての役割を都合良く果た
す。
【００６２】
　本発明によるエアロゾル発生システムはまた、ニコチン供与源も備える。ニコチンは、
２５℃で約５Ｐａ～約６Ｐａの蒸気圧を持つ。
【００６３】
　ニコチン供与源は１つ以上のニコチン、ニコチン塩基、ニコチン塩（ニコチン－ＨＣｌ
、ニコチン酒石酸塩またはニコチン二酒石酸塩など）、またはニコチン誘導体を含みうる
。
【００６４】
　ニコチン供与源は天然ニコチンまたは合成ニコチンを含みうる。
【００６５】
　ニコチン供与源は純粋なニコチン、水性溶媒または非水溶媒におけるニコチンの溶液、
あるいは液体たばこ抽出物を含みうる。
【００６６】
　ニコチン供与源は電解質形成化合物をさらに含みうる。電解質形成化合物はアルカリ金
属水酸化物、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属酸化物、アルカリ
土類金属水酸化物およびこれらの組み合わせから成る群より選択しうる。
【００６７】
　例えば、ニコチン供与源は、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、酸化リチウム、酸化
バリウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、硫酸
アンモニウムおよびこれらの組み合わせから成る群より選択された電解質形成化合物を含
んでもよい。
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【００６８】
　一定の実施形態で、ニコチン供与源はニコチン、ニコチン塩基、ニコチン塩またはニコ
チン誘導体および電解質形成化合物の水溶液を含みうる。
【００６９】
　別の方法としてまたは追加的に、ニコチン供与源は天然風味、人工風味および酸化防止
剤を含むがこれに限定されないその他の成分をさらに含みうる。
【００７０】
　ニコチン供与源は収着エレメントおよび収着エレメントに収着されたニコチンを含みう
る。
【００７１】
　本明細書に使用される「収着された」は、ニコチンが収着エレメントの表面上に吸着さ
れた、または収着エレメント中に吸収された、または収着エレメント上に吸着された、お
よび中に吸収されたことの両方を意味する。
【００７２】
　収着エレメントを任意の適切な材料または材料の組み合わせから形成しうる。例えば、
収着エレメントはガラス、ステンレス鋼、アルミニウム、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプ
ロピレン、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、延伸ポリテトラフルオロエチレン（ｅ
ＰＴＦＥ）およびこれらの混合物の１つ以上を含みうる。例えば、収着エレメントはＰＥ
とＰＥＴの混合物を含んでもよい。
【００７３】
　好ましい実施形態で、収着エレメントは多孔性収着エレメントである。
【００７４】
　例えば、収着エレメントは、多孔性プラスチック材料、多孔性重合体繊維および多孔性
ガラス繊維から成る群より選択された１つ以上の材料を含む多孔性収着エレメントであっ
てもよい。
【００７５】
　収着エレメントはニコチンに関して化学的に不活性であることが好ましい。
【００７６】
　収着エレメントは適切な任意のサイズおよび形状を有しうる。
【００７７】
　好ましい一定の実施形態において、収着エレメントは実質的に円柱状のプラグである。
特に好ましい一定の実施形態において、収着エレメントは多孔性の実質的に円柱状のプラ
グである。
【００７８】
　好ましい他の実施形態で、収着エレメントは実質的に円柱状の中空管である。特に好ま
しい他の実施形態で、収着エレメントは多孔性の実質的に円柱状の中空管である。
【００７９】
　収着エレメントのサイズ、形状および組成物は、ニコチンの所望量が収着エレメント上
に収着されるのを可能にするように選んでもよい。当業者は、その望ましい機能に応じて
適切な収着エレメントを設計することができる。
【００８０】
　ニコチン供与源は、ユーザーに送達するために望ましい量のエアロゾルを発生するため
に十分なニコチンを含むべきである。
【００８１】
　収着エレメントはニコチンのための貯蔵部としての役割を都合良く果たす。
【００８２】
　当然のことながら、ニコチン供与源および送達促進化合物供与源は、同一または異なる
組成の収着エレメントを備えうる。
【００８３】
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　当然のことながら、ニコチン供与源および送達促進化合物供与源は、同一または異なる
サイズおよび形状の収着エレメントを備えうる。
【００８４】
　本発明によるエアロゾル発生システムは、ニコチン供与源を含む第１の区画および揮発
性送達促進化合物供与源を含む第２の区画を備えうる。
【００８５】
　こうした実施形態では、エアロゾル発生システムはさらに、第２の区画の下流に第３の
区画を備えうる。
【００８６】
　別の方法としてまたは追加的に、こうした実施形態では、エアロゾル発生システムはさ
らに、第２の区画および第３の区画（含まれている場合）の下流にマウスピースを備えう
る。
【００８７】
　一定の好ましい実施形態で、本発明によるエアロゾル発生システムは、空気吸込み口お
よび空気出口を備えたハウジングを備えうるが、そのハウジングは空気吸込み口から空気
出口へと直列に、空気吸込み口と連通するニコチン供与源を含む第１の区画と、第１の区
画と連通する揮発性送達促進化合物供与源を含む第２の区画と、第１の区画と第２の区画
との間の熱伝達バリアとを備え、ここで空気吸込み口および空気出口は相互に連通し、空
気がハウジング内に空気吸込み口を通して入り、ハウジングを通して流れ、空気出口を通
してハウジングから出ることができるように構成される。
【００８８】
　「空気吸込み口」という用語は本明細書で使用される時、それを通して空気がハウジン
グに吸い出されうる１つ以上の開口部を描写するために使用される。
【００８９】
　「空気出口」という用語は本明細書で使用される時、それを通して空気がハウジングか
ら吸い出されうる１つ以上の開口部を描写するために使用される。
【００９０】
　空気出口はエアロゾル発生システムのハウジングの近位端に位置する。空気吸込み口は
エアロゾル発生システムのハウジングの遠位端に位置しうる。別の方法として、空気吸込
み口はエアロゾル発生システムのハウジングの近位端と遠位端との間に位置しうる。
【００９１】
　「直列」は本明細書で使用される時、使用時にハウジング内に空気吸込み口を通して入
り、ハウジングを通り、空気出口を通してハウジングを出る空気がまず第１の区画を通過
し次に第２の区画を通過するように、第１の区画および第２の区画が配置されていること
を意味する。すなわち、第１の区画は空気吸込み口の下流であり、第２の区画は第１の区
画の下流であり、空気出口は第２の区画の下流である。
【００９２】
　ニコチン蒸気は空気吸込み口からハウジングを通して空気出口に向かって下流に流れる
時、第１の区画内のニコチン供与源から空気中に放出される。揮発性送達促進化合物の蒸
気はまた、ハウジングを通して第１の区画から空気出口に向かってさらに下流に流れる時
、第２の区画内の揮発性送達促進化合物供与源から空気中に放出される。ニコチン蒸気は
気相で揮発性送達促進化合物の蒸気と反応してエアロゾルを形成し、これが空気出口を通
してユーザーに送達される。
【００９３】
　こうした好ましい実施形態で、ハウジングはさらに第２の区画の下流にあり、かつそれ
と連通する第３の区画を備えうる。
【００９４】
　別の方法としてまたは追加的に、こうした好ましい実施形態では、ハウジングはさらに
、第２の区画または第３の区画（含まれている場合）と連通するマウスピースを備えうる
。
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【００９５】
　ニコチン蒸気は、第２の区画内で揮発性送達促進化合物の蒸気と反応して、エアロゾル
を形成しうる。本発明によるエアロゾル発生システムはさらに、第２の区画の下流に第３
の区画を備えうるが、ニコチン蒸気は、別の方法としてまたは追加的に、揮発性送達促進
化合物の蒸気と第３の区画内で反応して、エアロゾルを形成してもよい。
【００９６】
　第１の区画と第２の区画の容積は同一または異なる容積としうる。本発明によるエアロ
ゾル発生システムがさらに第２の区画の下流に第３の区画を備える場合、第１の区画、第
２の区画および第３の区画の容積は同じでも異なっていてもよい。
【００９７】
　一定の好ましい実施形態で、第１の区画と第２の区画の容積は実質的に同じである。
【００９８】
　一定の実施形態で、第１の区画と第２の区画と熱伝達バリアの容積は実質的に同じであ
る。
【００９９】
　１つの実施形態で、第１の区画、第２の区画および熱伝達バリアは、それぞれ長さが約
１０ｍｍである。
【０１００】
　本発明によるエアロゾル発生システムがニコチン供与源を含む第１の区画を備える場合
、第１の区画はエアロゾル発生システムを初めて使用する前に１つ以上の壊れやすいバリ
アでシールされうる。一定の好ましい実施形態で、第１の区画は一対の向かい合った横断
する壊れやすいバリアによってシールされる。
【０１０１】
　別の方法としてまたは追加的に、本発明によるエアロゾル発生システムが揮発性送達促
進化合物供与源を含む第２の区画を備える場合、第２の区画はエアロゾル発生システムを
初めて使用する前に１つ以上の壊れやすいバリアでシールされうる。一定の好ましい実施
形態で、第２の区画は一対の向かい合った横断する壊れやすいバリアによってシールされ
る。
【０１０２】
　１つ以上の壊れやすいバリアは適切な任意の材料で形成されうる。例えば、１つ以上の
壊れやすいバリアは金属の箔またはフィルムで形成されうる。
【０１０３】
　こうした実施形態で、本発明によるエアロゾル発生システムは、エアロゾル発生システ
ムを初めて使用する前に、第１の区画と第２の区画の一方または両方をシールする１つ以
上の壊れやすいバリアを貫通するための貫通要素をさらに備える。貫通要素は適切な任意
の材料で形成されうる。
【０１０４】
　本発明によるエアロゾル発生システムが第３の区画を含む場合、第３の区画は、１つ以
上のエアロゾル修飾剤を含んでもよい。例えば、第３の区画は、活性炭などの１つ以上の
吸収材、メントールなどの１つ以上の風味剤またはそれらの組み合わせを含みうる。
【０１０５】
　本発明によるエアロゾル発生システムがマウスピースを含む場合、マウスピースは、フ
ィルターを含んでもよい。フィルターは、低い粒子濾過効率または非常に低い粒子濾過効
率を有しうる。別の方法として、マウスピースは中空管を備えうる。
【０１０６】
　本発明によるエアロゾル発生システムの加熱手段は外部ヒーターを備えうる。
【０１０７】
　「外部ヒーター」という用語は本明細書で使用される時、使用時にエアロゾル発生シス
テムのニコチン供与源の外側に位置するヒーターを意味する。
【０１０８】
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　別の方法としてまたは追加的に、本発明によるエアロゾル発生システムの加熱手段は内
部ヒーターを備えうる。
【０１０９】
　「内部ヒーター」という用語は本明細書で使用される時、使用時にエアロゾル発生シス
テムのニコチン供与源の内側に位置するヒーターを意味する。
【０１１０】
　加熱手段は電気的な加熱手段としうる。
【０１１１】
　加熱手段が電気的な加熱手段である場合、エアロゾル発生システムはさらに電源を備え
うる。別の方法として、電気的な加熱手段は外部電源により電力供給しうる。
【０１１２】
　加熱手段が電気的な加熱手段である場合、エアロゾル発生システムはまた、電源から電
気的な加熱手段への電力供給を制御するよう構成された電子回路をさらに備えうる。電気
的な加熱手段への電力供給を制御するために、適切な任意の電子回路を使用しうる。電子
回路はプログラム可能なものとしうる。
【０１１３】
　電源はＤＣ電源としうる。望ましい実施形態で、電源は電池である。例えば、電源はニ
ッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池、またはリチウムベースの電池、例えばリチウ
ムコバルト、リチウム鉄リン酸塩またはリチウムポリマー電池としうる。別の方法として
、電源はコンデンサーなど別の形態の電荷蓄積装置としうる。電源は再充電可能でもよい
。
【０１１４】
　別の方法として、加熱手段は可燃性燃料などの非電気的な動力供給で発熱するものであ
ってもよい。例えば、加熱手段は気体燃料の燃焼によって加熱される熱伝導性のある導体
素子を備えうる。
【０１１５】
　別の方法として、加熱手段は化学的加熱手段などの非電気的な加熱手段であってもよい
。
【０１１６】
　一定の実施形態で、加熱手段は熱エネルギーを外部熱源からニコチン供与源に移動する
よう構成されたヒートシンクまたは熱交換器を含む。ヒートシンクまたは熱交換器は適切
な任意の熱伝導性の材料で形成されうる。適切な材料には、アルミニウムおよび銅などの
金属が含まれるが、これに限定されない。
【０１１７】
　一定の好ましい実施形態で、本発明によるエアロゾル発生システムは、ニコチン供与源
、揮発性送達促進化合物供与源および熱伝達バリアを含むエアロゾル発生物品を備えうる
。
【０１１８】
　こうした実施形態で、本発明によるエアロゾル発生システムはさらに、エアロゾル発生
物品と連動するエアロゾル発生装置を備えうるが、エアロゾル発生装置はエアロゾル発生
物品のニコチン供与源を加熱するよう構成された加熱手段を備える。
【０１１９】
　「エアロゾル発生物品」という用語は本明細書で使用される時、気相内で互いに反応し
てエアロゾルを形成できるニコチンおよび揮発性送達促進化合物を放出する能力を持つニ
コチン供与源および送達促進化合物供与源を含む物品を意味する。
【０１２０】
　「エアロゾル発生装置」という用語は本明細書で使用される時、エアロゾル発生物品と
相互作用して、ユーザーの肺にユーザーの口を通して直接吸入可能なエアロゾルを発生す
る装置を意味する。
【０１２１】
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　本発明によれば、本発明によるエアロゾル発生システムで使用するためのエアロゾル発
生物品も提供されている。本発明によれば、本発明によるエアロゾル発生システムで使用
するためのエアロゾル発生装置も提供されている。
【０１２２】
　エアロゾル発生物品は実質的に円柱状であることが好ましい。
【０１２３】
　エアロゾル発生物品は適切な任意の形状の横断断面を持ちうる。
【０１２４】
　エアロゾル発生装置は、エアロゾル発生物品を受けるよう構成されたくぼみを含みうる
。
【０１２５】
　こうした実施形態では、エアロゾル発生装置のくぼみは、少なくともエアロゾル発生物
品のニコチン供与源を受けるよう構成される。エアロゾル発生装置のくぼみは、エアロゾ
ル発生物品のニコチン供与源、揮発性送達促進化合物供与源および熱伝達バリアを受ける
よう構成されることが好ましい。
【０１２６】
　エアロゾル発生装置の加熱手段は、くぼみの周辺部付近に配置された外部ヒーターを備
えうる。
【０１２７】
　別の方法として、エアロゾル発生装置の加熱手段は、くぼみ内に配置された内部ヒータ
ーを備えうる。
【０１２８】
　エアロゾル発生装置の加熱手段は１つ以上の発熱体を備えうる。１つ以上の発熱体はエ
アロゾル発生装置のくぼみの長さに沿って部分的に延びうる。１つ以上の発熱体はエアロ
ゾル発生装置のくぼみの周囲に沿って全体的または部分的に延びうる。
【０１２９】
　特に好ましい実施形態で、エアロゾル発生装置の加熱手段は電気抵抗性の材料を含む１
つ以上の発熱体を含む。
【０１３０】
　一定の特に好ましい実施形態で、本発明によるエアロゾル発生システムは、ニコチン供
与源を含む第１の区画、揮発性送達促進化合物供与源を含む第２の区画、および第１の区
画と第２の区画との間の熱伝達バリアを含むエアロゾル発生物品を備えうる。
【０１３１】
　上述の通り、エアロゾル発生物品は、第１の区画および第２の区画の一方または両方を
シールする１つ以上の壊れやすいバリアを備えうる。
【０１３２】
　こうした実施形態で、エアロゾル発生装置は、エアロゾル発生物品の第１の区画と第２
の区画の一方または両方をシールする１つ以上の壊れやすいバリアを貫通するために、エ
アロゾル発生装置のくぼみ内に位置する貫通要素を含みうる。貫通部材は、エアロゾル発
生装置のくぼみ内の中央に、くぼみの長軸方向軸に沿って位置することが好ましい。
【０１３３】
　一定の実施形態で、エアロゾル発生物品は、管状の多孔性収着エレメントを含む揮発性
送達促進化合物供与源と、収着エレメント上に収着された揮発性送達促進化合物とを含む
シールされた第２の区画を備えてもよく、またエアロゾル発生装置は、細長い貫通要素の
遠位端に隣接した貫通部分と、軸部分と、細長い貫通要素の近位端に隣接した遮断部分と
を含む、ＷＯ　２０１４／１４００８７　Ａ１に開示されているタイプの細長い貫通要素
を備えてもよい。こうした実施形態で、細長い貫通要素の貫通部分の最大直径は細長い貫
通要素の軸部分の直径よりも大きく、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生装置内に受け
られた時に、細長い貫通要素の遮断部分がエアロゾル発生物品の管状の多孔性収着エレメ
ント内に適合するような外径を持つ。



(14) JP 6386563 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

【０１３４】
　その他の実施形態で、エアロゾル発生装置は、細長い貫通要素の遠位端にある貫通ヘッ
ドを含む細長い貫通要素と、少なくとも２つの開口部を含む中空の軸部分とを備えうるが
、ここで、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生装置内に受けられた時、かつ細長い貫通
要素がエアロゾル発生物品の第１の区画および第２の区画の一方または両方をシールする
１つ以上の壊れやすいバリアを貫通する時、細長い貫通要素の中空の軸部分の少なくとも
１つの開口部はエアロゾル発生物品の第１の区画または第２の区画と流体連通する。こう
した実施形態では、細長い貫通要素は貫通および気流チャネルの提供といった二重の機能
性を持つ。一定の実施形態では、細長い貫通要素の中空の軸部分は、エアロゾル発生物品
の第１の区画と流体連通する第１の開口部と、エアロゾル発生物品の第２の区画と流体連
通する第２の開口部とを備えうる。
【０１３５】
　エアロゾル発生装置のくぼみは実質的に円柱状であることが好ましい。
【０１３６】
　エアロゾル発生装置のくぼみは適切な任意の形状の横断断面を持ちうる。例えば、くぼ
みの横断断面は、実質的に円形、楕円形、三角形、正方形、菱型、台形、五角形、六角形
または八角形としうる。
【０１３７】
　一定の好ましい実施形態では、エアロゾル発生装置のくぼみの横断断面は、エアロゾル
発生物品の横断断面と実質的に同一形状である。
【０１３８】
　一定の特に好ましい実施形態では、エアロゾル発生装置のくぼみの横断断面は、エアロ
ゾル発生物品の横断断面と実質的に同一の形状および寸法である。
【０１３９】
　エアロゾル発生物品およびエアロゾル発生装置のくぼみの横断断面は、実質的に円形ま
たは実質的に楕円形であることが好ましい。エアロゾル発生物品およびエアロゾル発生装
置のくぼみは、実質的に円形な横断断面であることが最も好ましい。
【０１４０】
　エアロゾル発生装置のくぼみの長さは、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生装置のく
ぼみで受けられる時に、エアロゾル発生物品の近位端または下流端がエアロゾル発生装置
のくぼみから突出するように、エアロゾル発生物品の長さよりも短いことが好ましい。
【０１４１】
　エアロゾル発生装置のくぼみの直径は、エアロゾル発生物品の直径と実質的に等しいか
またはわずかに大きいことが好ましい。
【０１４２】
　「直径」は本明細書で使用される時、エアロゾル発生物品およびエアロゾル発生装置の
くぼみの最大横断寸法を意味する。
【０１４３】
　本発明によるエアロゾル発生システムは紙巻たばこ、葉巻、細い葉巻またはパイプなど
の喫煙物品または紙巻たばこパックをまねてもよい。一定の好ましい実施形態において、
本発明によるエアロゾル発生システムは紙巻たばこをまねる。
【０１４４】
　本発明によるエアロゾル発生システムがエアロゾル発生物品を備える時、エアロゾル発
生物品は紙巻たばこ、葉巻、細い葉巻またはパイプなどの喫煙物品または紙巻たばこパッ
クをまねてもよい。一定の好ましい実施形態では、エアロゾル発生物品は紙巻たばこをま
ねてもよい。
【０１４５】
　誤解を避けるために、本発明の１つの態様に対する上述の特徴はまた、本発明のその他
の態様に適用されうる。特に、上記で本発明の第１の態様に関連して説明した特徴は、適
切な場合には、本発明の第２の態様および本発明の第３の態様の一方または両方にも関連
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することができ、またその逆も同様である。
【０１４６】
　すべての学術的および技術的な用語は本明細書で使用される場合、別途指定のない限り
、当業界において一般に使用される意味を持つ。本明細書で提供した定義は、本明細書で
頻繁に使用される一定の用語の理解を促進するために提供されている。
【０１４７】
　単数形（「１つの」および「その」）は本明細書で使用される場合、複数形の対象を持
つ実施形態を含蓄するが、その文脈によってそうでないことが明らかに示される場合はそ
の限りではない。
【０１４８】
　「好ましい」および「好ましくは」という語は、ある一定の状況下である一定の利益を
もたらしうる本発明の実施形態を言及する。特に好ましいのは、好ましい特徴の組み合わ
せを含む、本発明によるエアロゾル発生システムである。例えば、本発明によるエアロゾ
ル発生システムが、エアロゾル発生物品およびエアロゾル発生物品と連動するエアロゾル
発生装置を備える場合、特に好ましいのは、好ましいエアロゾル発生物品および好ましい
エアロゾル発生装置の組み合わせを持つ実施形態である。
【０１４９】
　ただし、当然のことながら、同一またはその他の状況下で、その他の実施形態もまた好
ましいものでありうる。その上、１つ以上の好ましい実施形態の列挙は、その他の実施形
態が有用ではないことを暗に意味するものではなく、本開示の範囲および請求の範囲から
その他の実施形態を除外する意図はない。
【０１５０】
　ここで、添付図面を参照しながら本発明に関してさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】図１は本発明の実施形態によるエアロゾル発生システムの概略的な長軸方向断面
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１５２】
　図１はエアロゾル発生物品２およびエアロゾル発生装置４を含む、本発明の実施形態に
よるエアロゾル発生システムを概略的に示す。
【０１５３】
　エアロゾル発生物品２は、ニコチン供与源を含む第１の区画６と、熱伝達バリア８と、
揮発性送達促進化合物供与源を含む第２の区画１０と、第３の区画１２と、マウスピース
１４とを含む、細長い円柱状のハウジングを含む。図１に示す通り、第１の区画６、熱伝
達バリア８、第２の区画１０、第３の区画１２およびマウスピース１４は、直列にかつエ
アロゾル発生物品２内に同軸に整列して配置されている。第１の区画６はエアロゾル発生
物品２の遠位端に位置する。第２の区画１０は第１の区画６の下流に位置する。熱伝達バ
リア８は第１の区画６と第２の区画１０との間に位置する。第３の区画１２は第２の区画
１０のすぐ下流に位置する。マウスピース１４はエアロゾル発生物品２の近位端で第３の
区画１０のすぐ下流に位置する。
【０１５４】
　エアロゾル発生物品２の第１の区画６と第２の区画１０の上流端と下流端は、壊れやす
いアルミ箔バリア（図示せず）でシールされる。
【０１５５】
　エアロゾル発生装置４は、エアロゾル発生物品２を受ける細長い円柱状のくぼみを含む
ハウジングを含む。エアロゾル発生物品２の近位端がくぼみから突出するように、くぼみ
の長さはエアロゾル発生物品２の長さよりも短い。
【０１５６】
　エアロゾル発生装置４はさらに、電源１６、コントローラ（図示せず）、加熱手段１８
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、電源１６および加熱手段１８に接続されている。
【０１５７】
　加熱手段１８は、その遠位端にあるくぼみの一部分の周辺部付近に位置する外部発熱体
を備え、くぼみの周囲に全体的に延びる。図１に示す通り、外部発熱体はエアロゾル発生
物品２の第１の区画６および熱伝達バリア８の上流部分を囲むように位置する。
【０１５８】
　貫通要素２０は、エアロゾル発生装置４のくぼみ内の中央に位置し、くぼみの主軸方向
軸に沿って延びる。
【０１５９】
　使用時に、エアロゾル発生物品２がエアロゾル発生装置４のくぼみに挿入されると、貫
通要素２０はエアロゾル発生物品２に挿入され、エアロゾル発生物品２の第１の区画６と
第２の区画１０の上流端と下流端にある壊れやすいバリア（図示せず）を貫通する。これ
により、ユーザーは、その遠位端を通してエアロゾル発生物品のハウジングに空気を引き
出し、第１の区画６、熱伝達バリア８、第２の区画１０および第３の区画１２を通して下
流に流し、その近位端でマウスピース１４を通してハウジングから出すことができる。
【０１６０】
　ニコチン蒸気は、第１の区画６内のニコチン供与源からエアロゾル発生物品２を通して
引き出された気流内に放出され、揮発性送達促進化合物の蒸気は第２の区画１０の揮発性
送達促進化合物供与源からエアロゾル発生物品２を通して引き出された気流内に放出され
る。ニコチン蒸気は、第２の区画１０および第３の区画１２内の気相内にある揮発性送達
促進化合物の蒸気と反応してエアロゾルを形成するが、これがエアロゾル発生物品２の近
位端でマウスピース１４を通してユーザーに送達される。
【０１６１】
　使用時に、熱伝達バリア１０は、第１の区画が加熱手段１８によって加熱される時、エ
アロゾル発生物品２の第２の区画１０が第１の区画６よりも低い温度で維持されるように
、第１の区画６から第２の区画１０への熱伝達を低減する。
【０１６２】
　エアロゾル発生物品２の第１の区画６は、１０　ｍｇのニコチンがその上に収着された
多孔性の収着エレメントを含むニコチン供与源を含み、エアロゾル発生物品２の熱伝達バ
リア８は空気で充填されたくぼみを含み、エアロゾル発生物品２の第２の区画１０は、２
０　ｍｇのピルビン酸がその上に収着された多孔性の収着エレメントを含むピルビン酸供
与源を含む。エアロゾル発生物品２の第１の区画６、熱伝達バリア８、および第２の区画
１０のそれぞれ長さは約１０ｍｍである。エアロゾル発生物品２の第３の区画１２の長さ
は約２５ｍｍである。エアロゾル発生物品２のマウスピース１４の長さは約１０ｍｍであ
る。エアロゾル発生物品２の全長は約８５ｍｍである。
【０１６３】
　エアロゾル発生装置４の加熱手段１８の外部発熱体の長さは約１５ｍｍである。加熱手
段１８は、第１の区画６を約１１０℃より低い温度に加熱するよう構成されている。使用
時に、第１の区画６の外側を約１５０秒間にわたり約１００℃～約１１０℃の温度に加熱
した後、少なくとも２００秒間この範囲内の温度に維持するように、一定の電源が加熱手
段１８に提供される。
【０１６４】
　熱伝達バリア８が含まれていることで、エアロゾル発生物品２の第２の区画１０は、加
熱手段１８による第１の区画６の加熱時に約４５℃よりも低い温度に維持される。これを
実証するために、加熱手段１８による第１の区画６の加熱中に、加熱手段１８の始動から
始めて６分間にわたり第１および第２の温度センサーを使用して温度測定をする。第１お
よび第２の温度センサーは、それぞれ第１の区画および第２の区画の外側に、その長さ方
向に沿ってほぼ中間に取り付けられる。結果は表１に示した。
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【表１】

【０１６５】
　図１に示す発明の実施形態によるエアロゾル発生システムの平均ニコチン送達量（μｇ
／吸入）は、カナダ保健省（Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｎａｄａ）喫煙方法（ｓｍｏｋｉｎｇ　
ｒｅｇｉｍｅ）（喫煙の容積５５ｃｍ3、喫煙頻度３０秒、吸入の長さ２秒および通気口
の封鎖１００％）によるエアロゾル発生システムの動作中の吸入数の関数として測定され
る。
【０１６６】
　比較の目的で、本発明によらない基準エアロゾル発生システムの平均ニコチン送達量（
μｇ／吸入）もまた、カナダ保健省（Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｎａｄａ）喫煙方法（ｓｍｏｋ
ｉｎｇ　ｒｅｇｉｍｅ）（喫煙の容積５５ｃｍ3、喫煙頻度３０秒、吸入の長さ２秒およ
び通気口の封鎖１００％）によるエアロゾル発生システムの動作中の吸入数の関数として
測定される。基準エアロゾル発生システムは、第１の区画がピルビン酸供与源を含み第２
の区画がニコチン供与源を含むようにピルビン酸供与源およびニコチン供与源の位置が逆
であるという点で、図１によるエアロゾル発生物品とは異なる。こうして、基準エアロゾ
ル発生システムのエアロゾル発生物品は、多孔性の収着エレメントを含み、２０　ｍｇの
ピルビン酸がその上に収着されたピルビン酸供与源を備えた第１の区画と、多孔性の収着
エレメントを含み、１０　ｍｇのニコチンがその上に収着されたニコチン供与源を備えた
第２の区画とを含む。
【０１６７】
　ニコチン供与源、ニコチン供与源の下流にある揮発性送達促進化合物供与源、およびニ
コチン供与源と揮発性送達促進化合物供与源との間にある熱伝達バリアを含むエアロゾル
発生物品を備えた本発明によるエアロゾル発生システムの平均ニコチン送達量（μｇ／吸
入）は、吸入数の増加に伴い増加する。本発明によるエアロゾル発生システムの吸入毎の
ニコチン送達の増加は、従来的な点火端を有する紙巻たばこの吸入毎のニコチン送達の増
加と類似している。
【０１６８】
　ニコチン供与源およびニコチン供与源のすぐ上流の揮発性送達促進化合物を含む、エア
ロゾル発生物品を備える基準エアロゾル発生システムの平均ニコチン送達量（μｇ／吸入
）は、本発明によるエアロゾル発生システムのニコチン送達よりも著しく少ない。その上
、本発明によるエアロゾル発生システムおよび従来的な点火端を有する紙巻たばことは対
照的に、基準エアロゾル発生システムの平均ニコチン送達量（μｇ／吸入）は、吸入数の
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【図１】
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